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意見招請に関する公示

次のとおり実施要領を作成しましたので、意見を招請します。

2025 年 6 月 10 日 
独立行政法人国際協力機構

本部 契約担当役 理事

１． 業務名称：業務用パソコンの賃貸借及び入替業務（2025-2030 年度）

（調達管理番号：25a00242） 

２． 意見の提出方法

（１） 提出期限： 2025 年 6 月 27 日（金）正午（必着） 
（２） 提出先： 独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部契約推進第三課

（３） 提出方法： 電子メール（メールアドレス：e_sanka@jica.go.jp） 
詳細は「意見招請実施要領」参照

３． その他

「意見招請実施要領」のとおり。

以 上



 
 

 
 

 
 

意見招請実施要領 
 
 

件名：業務用パソコンの賃貸借及び入替業務 

（2025-2030年度） 
 

（調達管理番号：25a00242） 

 
 
 
 
 
 
 
 

2025 年 6 月 10 日 
独立行政法人国際協力機構 

国際協力調達部 



 
 

 
 

独立行政法人国際協力機構では 「業務用パソコンの賃貸借及び入替業務（2025-2030

年度）」について、一般競争入札総合評価落札方式（電子入札システム利用 1）により受

注先を選定する予定です。 
つきましては、現在検討を行っている業務仕様書（案）等を配付し、同案に対する意

見を募集することとしましたので、下記要領により業務仕様書（案）等に対するご意見

をお寄せください。 
 
 
１． 意見書の提出先 

独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部契約推進第三課 
電子メールアドレス：e_sanka@jica.go.jp   

 
２． 意見書の提出期限（参考見積の作成に関する質問を含む） 

2025 年 6 月 27 日（金）正午（必着） 
 
３． 意見書の提出方法 

「意見書」2に記入のうえ、上記２．の提出期限までに、上記１．の電子メールアド

レス宛に、電子データ（Excel 形式）でのご提出をお願いいたします。 
メール件名：【意見提出】（調達管理番号）_（法人名）_業務仕様書案 

 
４． ご意見への回答 

提出期限までに提出いただいたご意見及び回答については、2025 年 7 月 7 日（月）

16 時以降に、機密保持誓約書を提出いただいた全ての者に対して電子メールにて

配付いたします。 
なお、意見がなかった場合には、メール送付を省略します。 

  

 
1 電子入札システムの利用方法については、当機構ホームページの「電子入札システム ポータルサイ

ト」及び 6．をご覧ください。 https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html 
2 「意見書」の様式については、当機構ホームページ
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/proposal.html 
に掲載された様式のうち、「質問書」（Excel 形式）を適宜修正して作成願います。 
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５． その他関連情報 
（１） 業務仕様書（案）等の配付方法 

別紙１業務仕様書（案）・別紙２技術提案書の作成要領・別紙３経費に係る留

意点に関しては、GIGAPOD を通じて、希望者に配付します。 
１） 配付期間：2025 年 6 月 10 日（火）から 2025 年 6 月 26 日（木）正午ま

で（ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く） 
 

２） 配付依頼の方法：以下のとおり、電子メールにて配付依頼をお願いしま

す。 

(ア) メール件名：【配付依頼】（調達管理番号）_（法人名） 

 

(イ) 宛先：上記１．に記載の電子メールアドレス 

 

(ウ) 提出書類：機密保持誓約書 3 

機密保持誓約書については、代表者印等の押印を原則とします。  
ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責

任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者よ

り（もしくは社内責任者に CC を入れて）メールを送信いただくこと

で押印に代えることができます。 
 
（２）業務内容説明会の開催 

該当なし。 
 

（３）参考見積書の作成・提出にかかる協力依頼 
ご意見をお寄せいただくにあたり、あわせて参考見積書の作成・提出にご協力

願います。 
なお、参考見積書のご提出は任意とし、意見書のみのご提出も受け付けます。 

1）提出先：上記１．に記載の電子メールアドレス 
 

2）提出期限：2025年 6 月 30 日（月）正午（必着） 
 

3）提出方法：上記２）の提出期限までに、上記１）の提出先へ、電子データ

（PDF 等）でご提出ください。 

（ア）当機構メールシステムのセキュリティ設定上、zip 形式のファイル

が添付されたメールは受信不可のため、他の形式でお送りくださ

い。 

（イ）見積書には、会社名、住所、担当者名、電話番号（在宅であれば携

帯電話）をご記入ください。社印の押印は省略可とします。 

 
3「機密保持誓約書」の様式については、当機構ホームページ 
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/proposal.html  
に掲載のとおり。 
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（ウ）見積書のファイル名、及びメールの件名は、「【参考見積書】（調達

管理番号）_（法人名）」としてください。 

（エ）質問があれば、意見書にて提出ください。質問への回答は、上記４．

のとおり電子メールにて配布いたします。 

4）その他：参考見積書の作成方法について 
 参考見積書の作成にあたっては、様式は任意としますが、別紙３

に掲載の参考様式を用いて積算してください。 
  
 

 
 

 

 

６． 電子入札について 

JICA 電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要とな

りますので、初めての方はお早めにご準備ください。 

①認証局発行の ICカード及びカードリーダーの準備 

詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル（設定～利用

者登録）」をご参照ください。認証局によりますが、IC カードの発効には 2～4 週

間かかります。 

②団体情報の登録及び「業者番号」の入手 

電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。業者番号発行にはJICA

の団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要

となります。なお、同登録には、7～10営業日かかります。 

【団体情報登録】

https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html 

 

以 上 
 
 
別紙１：業務仕様書（案） 
別紙２：技術提案書の作成要領（案）（評価表（案）含む） 
別紙３：経費の積算にかかる留意点（案） 
（別紙１・２・３の提供方法は５．その他関連情報に記載の通りです） 
別紙４：契約書（案） 
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別紙４ 契約書案 
 

賃 貸 借 契 約 書 

  
  
１．件名   業務用パソコンの賃貸借及び入替業務（2025-2030 年度） 

  
２.仕様・数量  付属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり 
  
３.契約金額   金０,０００,０００円（うち消費税額等０,０００円） 

内訳は付属書Ⅱ「契約金額内訳書」のとおり 
  
４.賃貸借期間  2025年 12月 1日から 2030年 12月 27日 

①導入フェーズ：2025年 12月 1日から 2026年 8月 31日 

②運用・保守フェーズ：2026 年 9 月 1 日から 2030 年 8 月 31

日 
③機器回収フェーズ：2030年 9月 1日から 2030年 12月 27日 

  
５.納入場所  独立行政法人国際協力機構指定場所 

  
  
独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という。）と、株式会社◯◯◯◯（以下

「受注者」という。）とは、頭書記載の業務用パソコンの賃貸借及び入替業務（2025-
2030 年度）（以下「契約物品」という。）に係る賃貸借に関し、以下の各条項により、

賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。 
  
  
（信義・誠実の義務） 
第１条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において、互いに協力し、信義を守

り、誠実に本契約を履行しなければならない。 
  
（契約の目的） 
第２条 受注者は、本契約及び契約付属書に定める条項に従い、受注者の所有物である

契約物品を発注者の使用に供するものとし、発注者はその使用の対価として、頭

書に契約金額として記載された金額のうち、付属書Ⅱに定められた賃貸借料を

支払う義務を負う。 
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（契約内容の変更等） 
第３条 発注者は、特別な理由により本契約の内容を変更する必要があると認められ

るときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知によ

り、本契約内容を変更し、又は一部を中止し、若しくは打ち切ることができ

る。 
  ２ 前項の場合において、受注者に増加費用が生じ又は受注者がそれにより重大

なる損害を蒙ったときは、発注者はその費用を負担するものとし、その金額は

発注者及び受注者で協議して定めるものとする。ただし、発注者は、発注者の

予見の有無を問わず、特別の事情から生じた費用、損害、受注者の逸失利益及

び第三者からの損害賠償に基づく損害については責任を負わないものとする。 
  
（担保物権の設定等） 
第４条 受注者は、本契約により発注者が使用中の契約物品に質権その他の担保権を

設定してはならない。 
  ２ 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除き、第三者に対し本契約に

基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは本契約により生ずる

債権を譲渡し、又はこれらの債務若しくは債権を継承させてはならない。 
  
（消費税額等） 
第５条 発注者及び受注者は、頭書の契約金額のうち消費税額等とは、消費税法及び地

方税法の規定に基づくものであることを確認する。 
  ２ 消費税率が変動した場合には、消費税法及び地方税法に基づき、変更後の消費

税率で計算された消費税額とする。 
  
（契約保証金） 
第６条 発注者は、本契約の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。 
  
（業務責任者の届け出） 
第７条 受注者は、本業務の履行に先立ち、受注者の業務従事者の中から業務責任者

を定め、発注者に届出をしなければならない。又、業務責任者を変更するとき

も同様とする。 
２ 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に指導監督させるとともに、発

注者との連絡に当たらせなければならない。 
  
（監督職員） 
第８条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構 
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情報システム部システム第一課長の職にある者を監督職員と定める。 
  ２ 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる権限を有す

る。 
   (１) 付属書Ⅰに基づく受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又

は協議 
   (２) 付属書Ⅰに基づく業務工程の監理及び立会 
   (３) 業務の実施状況についての調査 
  ３ 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、前項

で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面に

より受注者に通知しなければならない。 
  ４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示、承諾又は協議は、原則として書面によ

りこれを行わなければならない。緊急の場合等書面をもってなされなかった場

合には、受注者は発注者に対し事後遅滞なく書面による報告を行わなければな

らない。 
５ 前四項において、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。 
（１）指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌

権限に係る方針、基準、計画などを示し、実施させることをいう。 
（２）承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所

掌権限に基づき了解することをいう。 
（３）協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、

結論を得ることをいう。 
（４）立会 監督職員もしくはその委任を受けた者が作業現場に出向き、仕様書

等に基づき業務が行われているかを確認することをいう。 
  
（賃貸借料） 
第９条 本契約による賃貸借料は、付属書Ⅱのとおりとする。 
  ２ 賃貸借期間１ヶ月未満の場合の賃借料は、月額賃借料を当該月の日数で除し

た額（以下「日額」という。）に当月使用日数を乗じて算出するものとする。 
  ３ 賃貸借期間中、受注者の責に帰すべき理由又は天災地変等発注者及び受注者

双方の責に帰しがたい理由により契約物品の使用が中断されたときは、中断し

た日数に日額を乗じて算出した金額若しくは中断した時間に日額の８分の１に

相当する額を乗じて算出した金額又はその合計額を、第１項に定める賃貸借料

から減額するものとする。ただし、受注者の責に帰すべき理由により発生した場

合を除いて、契約物品の保守に通常要する時間は中断時間に含まないものとす

る。 
  
（賃貸借料の支払） 
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第 10条 受注者は、各四半期終了後、終了した四半期分の賃貸借料を発注者に対して

請求するものとする。この場合において、四半期とは、４月から翌年３月までを

３ヶ月ごとに４分割した期をいう。なお、請求にあたって消費税額等に１円未満

の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。 
  ２ 発注者は、前項の適法なる請求書を受理した日から 30日以内に、当該代金を

口座振込みの方法により受注者に支払うものとする。 
３ 発注者の責に帰する理由により、前項の規定による支払期間内に当該金額の

支払をしないときは、受注者は、その期間満了の日の翌日から起算して支払をし

た日までの日数に応じ、その支払金額に対して年（365日とする。）5.0パーセン

トの割合で計算した遅延損害金の支払を発注者に請求することができる。ただ

し、遅延損害金に１円に満たない端数がある場合はこれを切り捨てる。 
  
（発注者の善管注意義務） 
第 11条 発注者は、賃貸借期間中、契約物品をできるだけ良好なる環境に保全すると

ともに善良なる管理者の注意をもって契約物品を管理するものとし、発注者の

故意又は過失による契約物品の損傷については発注者が責任を負うものとする。 
２ 前項による場合の修理費又は調整費は発注者が負担する。 

  
（損害の賠償） 
第 12条 発注者は、受注者が本契約に違反した場合で発注者に損害が生じたときには、

受注者に対しその損害賠償を請求することができる。 
   ２  発注者は、通常の契約物品の使用によって、他の物品に損害が発生した場合、

受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。 
   ３  発注者は、受注者又は受注者の使用者の故意若しくは過失により他の物品に

損害を与えた場合、受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。 
   ４   本条の各規定における損害賠償の額は、発注者及び受注者で協議して定め

る。 
（談合等不正行為に対する措置） 
第 13条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求に

基づき、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契

約金額とする）の 100分の 10に相当する額を談合等不正行為に係る違約金として

発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者の

被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、

別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。 
（１）本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和 22年法律第 54号）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者で

ある事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正
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取引委員会が受注者に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納

付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 
（２）本契約に関し、受注者（法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。）

の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律第 89条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する

刑が確定したとき。 
２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、

発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請

求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成

員であった者は、共同連帯して前項の違約金を発注者に支払わなければならな

い。 
３ 受注者が第１項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注

者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年（365日と

する。）5.0パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収する

ことができる。 
４ 前三項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するもの

とする。 
５ 第１項の各号のいずれかに該当したときは、発注者は、催告を要せずして、本契

約を解除することができる。 
６ 本条の各規定は、競争に付して受注者を決定した場合にのみ適用する。 

  
（発注者の契約解除権） 
第 14条 次の各号の一に該当する場合には、発注者は、何らの催告を要せず、直ち

に本契約を解除することができる。 
（１）受注者の責に帰する理由（受注者の資産信用が著しく低下した場合を含む。）

により賃貸借期間内に受注者が本契約の全部又は一部を履行する見込みが

ないとき。 
（２）受注者が本契約の条項に違反したとき。   
（３）受注者が他から執行保全処分、強制執行、競売処分、租税滞納処分、その

他公権力による処分を受け、若しくは特別清算、会社更生手続、民事再生

手続、破産又は私的整理手続を申し立てられ、又は自らそれらのもの、若

しくは再生手続開始の申立てをしたとき。 

（４）受注者が手形交換所から手形不渡処分を受けたとき。 

（５）受注者の資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足る相当の

理由があるとき。 

（６）受注者が前条第１項各号の規定の一に該当するものとして発注者から不正
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行為に係る違約金の請求をうけたとき。 

（７）第 26条第 4項に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイ

ドライン」に違反したとき。 

（８）受注者が、次に掲げる各号の一に該当するとき、または、次に掲げる各号

の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道（ただし、日刊新聞

紙等、報道内容の正確性について、一定の社会的評価が認められている報

道に限る。）があったとき。 

（イ） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人であ

る場合にはその役員をいう。以下本条において同じ。）が暴力団、暴力団

員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等

（これらに準ずる者又はその構成員を含む。平成 16年 10月 25日付警察

庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下「反社会的勢力」とい

う。）であると認められるとき。 

（ロ） 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3

年法律第 77号）第 2条第 6号に規定する暴力団員でなくなった日から 5

年間を経過しない者であると認められるとき。 

（ハ） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（二） 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不

正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢

力を利用するなどしているとき。 

（ホ） 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金

等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢

力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（へ） 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知

りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 

（ト） 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難

されるべき関係を有しているとき。  

（チ） その他受注者が、東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第

54号）又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を

行ったとき。 

２  前項各号の規定により本契約を解除したときは、受注者は、発注者に対し、契約

金額の 100分の 10に相当する解約違約金を支払わなければならない。 
  

（受注者の契約解除権） 
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第 15条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本契約を完了すること

が不可能となったときは本契約を解除することができる。 
２  前項の規定により本契約を解除したときは、発注者は、受注者に対し、契約金

額の 100分の 10に相当する解約違約金を支払わなければならない。 
  
（従業員の立ち入り） 
第 16条 受注者は、契約物品の保守管理等のため契約物品の据付場所に受注者の従業

員を立ち入らせる場合、当該従業員に必ず身分証明書を携行させ、立ち入りにあ

たっては発注者の同意を得るものとする。 
  
（秘密の保持） 
第 17条 受注者は、業務の実施上知りえた情報（以下、秘密情報という。）を発注者か

ら指示が無い限り秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。 
２ 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供

又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。 
３ 受注者は、本業務の従事者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保

持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他

必要な措置を講じなければならない。 
４ 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。 

  
（秘密情報の管理等に関する事故の対応と報告） 
第 18条 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る

違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要

な措置を講ずるとともに速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければな

らない。 
２ 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。 

  
（秘密情報の返却及び廃棄） 
第 19条 受注者は、本契約終了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を

含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体（受注者が作成

した複製物を含む。）を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報

を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を

発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれ

に従うものとする。 
  
（検査の権利） 
第 20条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において秘密情
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報が適切に管理されているかを調査し管理状況が不適切である場合は、改善を

指示することができる。 
２ 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。 

  
（個人情報保護） 
第 21条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報（「独立行政法人等の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 59号）」の第２条第３項で

定義される「保有個人情報」を指す。以下「保有個人情報」という。）を取り扱

う業務を行う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 
（１）受注者の業務に従事する者（再委託又は下請負を行う場合には、再委託の

受託者と下請負人を含む。以下、同じとする。）に次の各号に掲げる行為を

遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでは

ない。 
（イ）保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて

利用、提供、複製してはならない。 
（ロ）保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。 

（２）受注者の業務に従事する者が前号に違反したときは、独立行政法人個人情

報保護法第 50 条から第 51 条及び第 53 条に定める罰則が適用され得るこ

とを、受注者の業務に従事する者に周知すること。 
（３）個人情報保護管理責任者を定めること。 
（４）保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理の

ために必要な措置を講じること。 
（５）発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告す

ること。 
（６）保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発

生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講

ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。 
（７）本契約履行期間後、速やかに保有個人情報を、発注者に返却又は判読不可

能な方法により消去すること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、

この限りではない。 
２ 前項第１号の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。 
３ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個

人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改

善を指示することができる。 
  
（情報セキュリティ） 
第 21 条の 2 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリ
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ティ管理細則（以下「規程等」という。）を準用し、規程類に定められた事項に

つき適切な措置を講じるものとする。 
  
（消耗品の規格） 
第 22条 発注者は、契約物品に使用する消耗品その他の補給品に関しては、受注者の

指定する規格に合致したものを使用するものとする。 
  
（契約物品の取替、移動又は改造） 
第 23条 発注者の都合により契約物品の取替え、一部追加、移動又は改造を要する場

合は、あらかじめ受注者の承諾を求めるものとする。 
   ２ 前項による契約物品の取替え、一部追加、改造又は賃貸借価格の変動により

賃貸借料等契約内容を改訂する必要が生じた場合は、発注者及び受注者で協議

して本契約を改訂するものとする。 
  
（安全対策） 
第 24 条 受注者は、本業務に従事する者（下請負人がある場合には下請負人を含む）

の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全

対策を講じて、業務従事者の安全確保に努めるものとする。 
  
（業務災害補償等） 
第 25条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者の

業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負

担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるもの

とする。 
  
（中立性、公正性の保持及業務対象国の法規の遵守） 
第 26条 受注者は、本契約に基づく業務が、日本国の政府開発援助の一環として行わ

れるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念すると

ともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係にお

いて、中立性を保持しなければならない。 
  ２ 受注者は、本契約に基づき発注者から支払いを受ける場合を除きいかなる者

からも業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならな

い。 
  ３ 受注者は、本契約に基づく業務を業務対象国において実施する場合には、当該

国の法規を遵守しなければならない。 
  ４ 受注者は、第 1 項から第 3 項に規定するもののほか、本契約に基づく業務を

対象国において実施するときは、発注者が別に定める「独立行政法人国際協力機
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構関係者の倫理等ガイドライン」に基づき行動しなければならない。 
  
（契約の公表） 
第 27条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の氏名及び住所等が一般に

公表されることに同意するものとする。 
２ 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に

定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものと

する。 
（１）発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること又は発注

者において課長相当職以上の職を経験し、かつ受注者の役員等として再就職して

いること 
（２）発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めているこ

と 
３ 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとす

る。 
（１）前項第 1号に規定する再就職者に係る情報（氏名、現在の役職、発注者にお

ける最終職名） 
（２）受注者の直近 3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高 
（３）受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合 
４  受注者が一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福

祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の公益法人等であって、次の各号

のいずれかに該当する場合には、受注者は、第１項に定める情報に加え次項に定

める情報が発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに、

同意するものとする。 
（１）理事等のうち、発注者の役職員経験者の占める割合が３分の１以上あること 

（２）事業収入に占める発注者との取引に係る額が３分の１以上あること  

（３）基本財産の５分の１以上を発注者が出えんしている財団法人であること 

（４）会費、寄附等の負担額の５分の１以上を発注者が負担していること  

５ 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとす

る。 
（１）名称、業務の概要、発注者との関係及び役員の氏名（発注者の役職員経験者

については、発注者での最終職名を含む。） 

（２）受注者と発注者の取引の関連図 

（３）当該事業年度の、資産、負債、資本金及び剰余金の額、並びに営業収入、経

常 

（４）損益、当期損益及び当期末処分利益又は当期末処理損失の額 

14



 
 

 
 

（５）当該事業年度の、貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の額、

正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産期首残高及

び正味財産期末残高並びに収支計算書に計上されている当期収入合計額、当期支

出合計額及び当期収支差額 

（６）発注者の受注者に対する債権債務の明細 

（７）発注者が行っている受注者に対する債務保証の明細 

（８）受注者の事業収入の金額とこれらのうち発注者の発注等に係る金額及び割

合 

  
（合意管轄） 
第 28条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一

審の専属的合意管轄裁判所とする。 
  
（準拠法） 
第 29条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 
  
（疑義の決定） 
第 30 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、

必要に応じて発注者及び受注者で協議の上、これを定めるものとする。 
  
  
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電

磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。 

 なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。 

 

  
  
００００年００月００日 
  
発注者 
東京都千代田区二番町５番地２５ 
独立行政法人国際協力機構 
契約担当役 

 理 事 ○○ ○○ 
  

受注者 
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